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令和８年３月２日 

 

１ 件  名  山口市コミュニティバスの減便について 

２ 日  時  令和８年４月１日～ 

３ 場  所  山口市内 

  

４ 内  容 

 令和８年４月１日のダイヤ改正において、市内を運行する山口市コミュニティバス

「吉敷･湯田ルート」の「旧道・朝倉まわり」の最終便（山口駅１９：００発、     

１９：５１着）の減便を行います。 

 この度の減便は、折からの運転士不足が継続する中で、「２０２４年問題」へ対応

するため、市コミュニティバスの運行受託者の防長交通株式会社からの申し入れによ

り実施するものです。 

 今後、コミュニティバス利用者には、市公式ウェブサイトや運行受託者のウェブサ

イトでお知らせするとともに、各バス停においても、貼り紙等により減便について周

知することとしております。 

  

５ 問い合わせ 
 都市整備部交通政策課  

  ℡ ０８３－９３４－２７２９ 

 

（様式１） 



減便

（令和８年４月１日改正）
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